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当社

催予定 第

 
 

． 変更 理

 会社法第

決議を行う 可能 う 第

 

 取締役及び監査役 期待さ 役割を十 発揮 う 社外取締役及び社外監査役

適 人材 招聘を容易 取締役及び監査役 責任免除並び 取締役

限定契約 係 規定を

あ

お 第

 記規定 新設 伴い 必要 条数 繰 を行う あ

 

． 変更 内容

変更 内容 次 お あ

取締役会 決議 方法

第 「6

当社 成 「7 月

催予定 第 64 回定時株主総会 付議 を決議い 記 お お知 せい

変更 理  

会社法第 」70 条 必要 生 場合 書面 電磁的記録 機動的 取締役会

決議を行う 可能 う 第

 

取締役及び監査役 期待さ 役割を十 発揮 う 社外取締役及び社外監査役

適 人材 招聘を容易 取締役及び監査役 責任免除並び 取締役

限定契約 係 規定を

あ

お 第 」0 条 取締役 責任免除 新設 各監査役 意を得 お

記規定 新設 伴い 必要 条数 繰 を行う あ

変更 内容 

変更 内容 次 お あ

取締役会 決議 方法

「6 条 。条文省略

定款

月 15 日開催 取締役会 おい

回定時株主総会 付議 を決議い 記 お お知 せい

条 必要 生 場合 書面 電磁的記録 機動的 取締役会

決議を行う 可能 う 第

取締役及び監査役 期待さ 役割を十 発揮 う 社外取締役及び社外監査役

適 人材 招聘を容易 取締役及び監査役 責任免除並び 取締役

限定契約 係 規定を 第 」0

あ  

条 取締役 責任免除 新設 各監査役 意を得 お

記規定 新設 伴い 必要 条数 繰 を行う あ

変更 内容 次 お あ

現 行 定

取締役会 決議 方法  

条文省略) 

新 設

新 設

定款一部変更 関 お知 せ

開催 取締役会 おい

回定時株主総会 付議 を決議い 記 お お知 せい

条 必要 生 場合 書面 電磁的記録 機動的 取締役会

決議を行う 可能 う 第 「6 条 取締役会 決議 方法 第 項を新設 あ

取締役及び監査役 期待さ 役割を十 発揮 う 社外取締役及び社外監査役

適 人材 招聘を容易 取締役及び監査役 責任免除並び 取締役

」0 条 取締役 責任免除 及び第

条 取締役 責任免除 新設 各監査役 意を得 お

記規定 新設 伴い 必要 条数 繰 を行う あ

変更 内容 次 お あ  

現 行 定 款 

設  

設  

- 1 - 

一部変更 関 お知 せ

開催 取締役会 おい

回定時株主総会 付議 を決議い 記 お お知 せい

記 

条 必要 生 場合 書面 電磁的記録 機動的 取締役会

条 取締役会 決議 方法 第 項を新設 あ

取締役及び監査役 期待さ 役割を十 発揮 う 社外取締役及び社外監査役

適 人材 招聘を容易 取締役及び監査役 責任免除並び 取締役

条 取締役 責任免除 及び第

条 取締役 責任免除 新設 各監査役 意を得 お

記規定 新設 伴い 必要 条数 繰 を行う あ

 

取締役会 決議 方法

第

。取締役 責任免除

第

会 社

表者

JAS）A６

問合せ

T分１

 

一部変更 関 お知 せ

定款一部変更 件 を 成

回定時株主総会 付議 を決議い 記 お お知 せい

条 必要 生 場合 書面 電磁的記録 機動的 取締役会

条 取締役会 決議 方法 第 項を新設 あ

取締役及び監査役 期待さ 役割を十 発揮 う 社外取締役及び社外監査役

適 人材 招聘を容易 取締役及び監査役 責任免除並び 取締役

条 取締役 責任免除 及び第 41 条 監査役 責任免除

条 取締役 責任免除 新設 各監査役 意を得 お

記規定 新設 伴い 必要 条数 繰 を行う あ

取締役会 決議 方法

第 「6 条 。第 項現行 お

② 取締役会 全員 取締役会 決議事項

い 書面 電磁的記録 意

当該決議事項を可決 旨 取締役

会 決議 あ 監

査役 異議を述べ 時 限 い

取締役 責任免除

第 」0 条 当会社 会社法第

任務を怠 取締役 取締役

あ を含 損害賠償責任を

法 限度 おい 取締役会 決議

免除

会 社  株式会社プロル 丸

表者  表取締役社長

JAS）A６ コ ：

問合せ  執行役員管理本部長

T分１ 06-6「6「-0」0」

一部変更 関 お知 せ 

定款一部変更 件 を 成

回定時株主総会 付議 を決議い 記 お お知 せい

条 必要 生 場合 書面 電磁的記録 機動的 取締役会

条 取締役会 決議 方法 第 項を新設 あ

取締役及び監査役 期待さ 役割を十 発揮 う 社外取締役及び社外監査役

適 人材 招聘を容易 取締役及び監査役 責任免除並び 取締役

条 監査役 責任免除

条 取締役 責任免除 新設 各監査役 意を得 お

記規定 新設 伴い 必要 条数 繰 を行う あ  

線 変更部 を示 お

変 更

取締役会 決議 方法  

第 項現行 お

取締役会 全員 取締役会 決議事項

い 書面 電磁的記録 意

当該決議事項を可決 旨 取締役

会 決議 あ 監

査役 異議を述べ 時 限 い

取締役 責任免除  

当会社 会社法第

任務を怠 取締役 取締役

あ を含 損害賠償責任を

法 限度 おい 取締役会 決議

免除

成 「7

株式会社プロル 丸

表取締役社長 安

コ ：8「56  

執行役員管理本部長

0」0」  

定款一部変更 件 を 成 「7 月

回定時株主総会 付議 を決議い 記 お お知 せい

条 必要 生 場合 書面 電磁的記録 機動的 取締役会

条 取締役会 決議 方法 第 項を新設 あ

取締役及び監査役 期待さ 役割を十 発揮 う 社外取締役及び社外監査役

適 人材 招聘を容易 取締役及び監査役 責任免除並び 取締役及び監査役 責任

条 監査役 責任免除

条 取締役 責任免除 新設 各監査役 意を得 お

線 変更部 を示 お

変 更 案 

 

第 項現行 お ) 

取締役会 全員 取締役会 決議事項

い 書面 電磁的記録 意

当該決議事項を可決 旨 取締役

会 決議 あ 監

査役 異議を述べ 時 限 い

当会社 会社法第 4「6 条第 項 規定

任務を怠 取締役 取締役

あ を含 損害賠償責任を

法 限度 おい 取締役会 決議

免除  

月 15 日 

株式会社プロル 丸  

安  康一 

執行役員管理本部長 森本 裕文

月 1「 日開

回定時株主総会 付議 を決議い 記 お お知 せい

条 必要 生 場合 書面 電磁的記録 機動的 取締役会

条 取締役会 決議 方法 第 項を新設 あ

取締役及び監査役 期待さ 役割を十 発揮 う 社外取締役及び社外監査役

及び監査役 責任

条 監査役 責任免除 新設

条 取締役 責任免除 新設 各監査役 意を得 お  

線 変更部 を示 お  

取締役会 全員 取締役会 決議事項

い 書面 電磁的記録 意

当該決議事項を可決 旨 取締役

会 決議 あ 監

査役 異議を述べ 時 限 い  

条第 項 規定

任務を怠 取締役 取締役

あ を含 損害賠償責任を

法 限度 おい 取締役会 決議

 

 

 

裕文 

 



- 「 - 

現 行 定 款 変 更 案 

 ② 当会社 会社法第 4「7 条第 項 規定

取締役 業務執行取締役等 あ 者を除

く 間 任務を怠 損害

賠償責任を限定 契約を締結

当該契約 基 く賠償責任

限度額 法 定 最 責任限度額

 

第 」0 条～第 」9 条 。条文省略) 第 」1 条～第 40 条 。現行 お ) 

新 設  。監査役 責任免除) 

第 41 条 当会社 会社法第 4「6 条第 項 規定

任務を怠 監査役 監査役

あ を含 損害賠償責任を

法 限度 おい 取締役会 決議

免除  

② 当会社 会社法第 4「7 条第 項 規定

監査役 間 任務を怠

損害賠償責任を限定 契約を締結

当該契約 基 く賠償

責任 限度額 法 定 最 責任限度

額  

第 40 条～第 47 条 。条文省略) 第 4「 条～第 49 条 。現行 お ) 

 

． 日程 

定款変更 株主総会開催予定日 成 「7 月 1「 日 金  

定款変更 効力発生予定日 成 「7 月 1「 日 金  

 

   


